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令和元年6月市議会建設水道委員会資料

第99号議案長崎市手数料条例の一部を改正する条例
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条例の改正理由

建築基準法(以下「法」という。)の許認可等の審査業務については、地方自治法

第227条の規定により手数料を徴収しているが、法の一部改正(H30.6.27公布)によ

り、手続きが簡素化され、これまでの手数料を改める必要が生じたこと、また、新た

な許認可の審査業務が生じ、新規の手数料を定める必要があることから、長崎市手数

料条例の一部を改正するもの。

2 法の改正概要

今回の法の改正は、建築行為に係る規制緩和を図るため、特例許可の手続きの簡素化

や、既存建築物の利活用等について合理的かつ現実的な建築制限とすることを目的と

して、改正されたもの。

(1)主な改正内容

ア建築物の用途制限の特例に係る建築許可

建築物は、都市計画法に基づく用途地域毎に建築できる用途が制限されている。

この制限に適合しない建物を建築する場合、公聴会を行い、建築審査会の同意を

得て、特定行政庁(長崎市)の特例許可を受ける必要がある。

今回の法の改正では、政省令で定める要件却を満たすものは、建築審査会の同意

が不要となり手続きが簡素化されたことから、その審査に係る手数料を減額するも

の。

また、過去に特例許可を受けた建築物において、軽微な増築、改築又は移転地を

行う場合は、従来より、公聴会や建築審査会の同意が不要であったことから、法律

の改正に併せて、要する費用の精査を行い手数料を減額するもの。

用途制限に適合しない建築物の特例許可をする場合

政令で定める日常生活に必要な建築物で、かつ、

省令で定める騒音・振動対策等を講じる場合

特例許可を受けた建築物で、特例として認められた

範囲内の増築、改築又は移転を行う場合

※1 コンビニ等、日常生活に必要な一定規模以下の建築物で、周辺環境に対して騒音や振動
等の対策を講じる建築物をいう。

※2 過去に受けた特例許可により認められた用途の床面積等の規模を超えない増築、改築又
は移転をいう。
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建築物の建蔽率の緩和に係る建築許可

防災性の向上並びに街並みの整序化を目的として、それぞれの敷地内に建築物の

外壁の位置(壁面線)の指定を受けている場合、それが安全上、防火上及ぴ衛生上

支障がないと特定行政庁が認める場合は建蔽率の緩和を許可できる規定が新設さ

れたため、その審査に要する手数料を定めるもの。

壁面線

ウ既存建築物の用途変更に伴い、 2以上の工事に分けて行う場合の制限の緩和に

係る建築認定

従来、既存建築物の用途変更を行う時は、当該建築物を1回の工事で新たな用途

の技術基準に適合させる改修が必要であっナニ。

今回の法の改正では、建築主の負担軽減のため、特定行政庁がその計画を認定す

れぱ、段階的な改修が可能となる規定が新設されたことから、その認定及び変更認

定審査に要する手数料を定めるもの

【例】建築物全体を現行の基準に適合させるための改修工事

既存不適格※の事務所の一部を飲食店に用途変更する場合

1二蚕お甬窪言亘1を行う際に、用途変更を行わない部分も、現行
基準に適合させる全面的な改修が必要。

壁面線と道路境界線
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・ 2階の用途変更を行う際に、 3~6階についても、
に現行基準に適合させる全面的な改修工事が必要。

改修例

1 排煙設備(全館にダクト及びファンを設ける等)の設置工

②壁・天井の不燃化工事(内装に石ボード等を追加)
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工既存建築物を一時的に他の用途に転用する場合の制限の緩和に係る建築許可

従来、仮設建築物は新築しか認められていなかったところ、今回の法の改正に

より、既存建築物についても特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと

認めた場合は、仮設建築物として一時的に他の用途に転用することを許可できる規

定が新設されたため、その審査に要する手数料を定めるもの。

a 年以内の使用期問)

特定行政庁は、建築物の用途を変更して興貨堤等とする場合、当該興行場等にっい
て安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合は、一年以内の期閻を定めて

当該建築物を興行場等として使用する二とを許可することができる。

(1年を超える使用期間)

特定行政庁は、建築物の用途を変更して特別興行場等(1年を超えて使用する特別

の必要がある興行場等をいう。)とする場合、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、

かつ、公益上やむを得ないと認めるときは、使用上必要と認める期間を定め、建築讐

査会の同意を得て、その使用を許可することができる。

信午可)

( 2 )

建築審査会の同意

法の施行期日

令和元年6月25日

3 条例の改正内容

(1)新たに定めるもの

(許可)

不要

建築審査会の同意:要

用途地域における日常生活に必要な建
築物に関する建築許可申請手数料

【2 (1)ア新設①】

手数料の種類

用途地域における建築等許可を受けた

建築物に関する増築等許可申請手数料

【2 (1)ア新設②】

建築物の建蔽率に関する制限の適用除

外に係る許可申請手数料

【2 (1)イ1

単位

1件

金額

1件

14万円

手数料の対象事務の

根拠となる法令等

1件

法第朝条第16項
第2号

12万円

3 万 3,000円

法第48条第 16項

第1号
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既存のーの建築物に関する用途の変更
に伴う2 以上の工事の全体計画認定申

請手数料

ウ】【2

手数料の種類

既存のーの建築物に関する用途の変更
に伴う 2 以上の工事の全体計画変更認

定申請手数料
【2 (1)ウ】

既存建築物の用途を一時的に興行場等

に変更する場合の許可申請手数料
【2 (1)工新設①】

既存建築物の用途を一時的に特別興行

場等に変更する場合の許可申請手数料
【2 (1)工新設②】

単位

(2)関係条文の整理を行うもの

金額

1件 2 万 7,000円

建築物の建蔽率に関する制限の適用

除外に係る許可申請手数料

手数料の対象事務の

根拠となる法令等

1件

手数料の種類

2万 7,000円

建築設備に関する確認申請等手数料

法第87条の2第1項

1件

建築設備に関する完了検査申請等

手数料

12 万 300円

、

1件

法第87条の2第2項

16 万 300円

4 条例の施行期日

令和元年6月25日

法第87条の3第5項

4

法第53条第4項、第5項又は第6項第3号
(改正前:法第53条第4項又は第5項第3号)

法第87条の3第6項

法第釘条の4

(改正前:法第87条の2)

関係条文

法第釘条の4
(改正前:法第釘条の 2)
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